
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・
応募者数

携帯用磁気センサー

１式

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月8日

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区
西ノ京桑原町１番地

6130001021068

本契約の履行に当たっては、本件を履
行できる能力を有していることが必要
であり、公募を実施したが、応募者が
契約相手方１者のみであったため。
（根拠法令：会計法第２９条の３第４
項）

2,970,000 2,970,000 100.00% 3018

水中圧力センサ

４本

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月2日

株式会社東陽テクニ
カ

東京都中央区八重洲
１丁目１番６号

8010001051991

本契約の履行に当たっては、本件を履
行できる能力を有していることが必要
であり、公募を実施したが、応募者が
契約相手方１者のみであったため。
（根拠法令：会計法第２９条の３第４
項）

1,934,900 1,925,000 99.49% 4016

高速水槽曳引車並びに
電源装置（その１）本体
等のうち曳引車他の点
検整備及び高速水槽ト
ロリーの清掃

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月1日

ＩＨＩ運搬機械株式会
社

東京都中央区明石町
８番１号

8010001036712

本契約の履行に当たっては、「高速水
槽曳引車並びに電源装置（その１）本
体等のうち曳引車」、「高速水槽曳引
車制御部及びブレーキ装置のうちブ
レーキ装置」及び「高速水槽トロリー」
に係る製造技術及び点検整備に関す
る専門知識、技術を有していることが
必要であり、公募を実施したが、応募
者が契約相手方１者のみであったた
め。（根拠法令：会計法第２９条の３第
４項）

3,780,700 3,740,000 98.92% 9516

高速水槽曳引車制御部
及びブレーキ装置のうち
曳引車制御装置の点検
整備

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月1日

協同電気株式会社

神奈川県横浜市中区
日本大通５３番地

3020001026048

本契約の履行に当たっては、「高速水
槽曳引車制御部及びブレーキ装置の
うち曳引車制御装置」に係る製造技術
及び点検整備に関する専門知識、技
術を有していることが必要であり、公募
を実施したが、応募者が契約相手方１
者のみであったため。（根拠法令：会計
法第２９条の３第４項）

2,686,200 2,530,000 94.19% 9517

フローノイズシミュレータ
の点検整備（回流ポンプ
及び運転制御システム）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月2日

三菱重工機械システ
ム株式会社

兵庫県神戸市兵庫区
和田崎町１丁目１番
１号

2140001013316

本契約の履行に当たっては、フローノ
イズシミュレータのうちフローノイズシ
ミュレータのうち回流ポンプ、フローノイ
ズシミュレータのうちフローノイズシミュ
レータのうち管路及びフローノイズシ
ミュレータのうちフローノイズシミュレー
タのうち運転制御システムの機能、性
能に関する知識及び技術を有している
ことが必要であり、公募を実施したが、
応募者が契約相手方１者のみであっ
たため。（根拠法令：会計法第２９条の
３第４項）

30,235,700 27,280,000 90.22% 9518

付紙様式第4

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・
応募者数

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

高速水槽造波装置の点
検整備

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月9日

三井造船特機エンジ
ニアリング株式会社

岡山県玉野市玉３丁
目１番１号

9010001038591

本契約の履行に当たっては、高速水
槽造波装置に係る製造技術及び点検
整備に関する専門知識、技術を有して
いることが必要であり、公募を実施し
たが、応募者が契約相手方１者のみで
あったため。（根拠法令：会計法第２９
条の３第４項）

3,190,000 3,190,000 100.00% 9519

大水槽曳引車等(その１)
本体のうち曳引車のうち
曳引車台、補助車台の
うち補助車台及び計測
部のうち拘束試験装置
の修理及び点検整備

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月29日

株式会社テクノサー
ビス

福岡県福岡市博多区
青木１丁目１７番１７
号

1290001017617

本契約の履行に当たっては、艦艇装
備研究所大水槽曳引車、補助車台及
び拘束試験装置に係る機能、性能、構
造を熟知し、修理及び点検整備に関す
る知識及び技術を有していることが必
要であり、公募を実施したが、応募者
が契約相手方１者のみであったため。
（根拠法令：会計法第２９条の３第４
項）

7,762,700 7,700,000 99.19% 9520

水槽試験支援役務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月27日

国立研究開発法人海
上・港湾・航空技術研
究所

東京都三鷹市新川６
丁目３８番１号

5012405001732

本契約の履行に当たっては、船舶の
一般的な水槽試験に関する知識及び
技術を有しているだけでなく、長さ６０
ｍ以上、幅３５ｍ以上、深さ４ｍ以上の
水中空間を有する角水槽施設を保有
及び当該施設における試験実施に関
する知識及び技術を有していることが
必要であり、公募を実施したが、応募
者が契約相手方１者のみであったた
め。（根拠法令：会計法第２９条の３第
４項）

14,008,500 13,985,732 99.84% 25018

リングレーザージャイロ
廃棄作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月29日

多摩川精機販売株式
会社

長野県飯田市大休１
８７９番地

5100001023324

本契約の履行に当たっては、当該リン
グレーザージャイロの米国のリング
レーザージャイロ製造会社とのライセ
ンス契約を取り交わしていること、履行
可能な体制を有していることが必要で
あり、公募を実施したが、応募者が契
約相手方１者のみであったため。（根
拠法令：会計法第２９条の３第４項）

1,124,200 1,123,100 99.90% 25019

管制部（航走試験用）
（秘）解体役務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－２
－１

令和4年9月30日

三菱重工業株式会社
代理株式会社ヨネイ

東京都中央区銀座２
丁目８番２０号

1010001060074

本契約の履行に当たっては、潜水艦
用新魚雷（Ｇ－ＲＸ６）（その２）のうち試
作魚雷のうち試作魚雷Ⅰ型のうち試作
魚雷本体管制部（航走試験用）の構
成、構造及び整備に関する専門的知
識を有していることが必要であり、公募
を実施したが、応募者が契約相手方１
者のみであったため。（根拠法令：会計
法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

3,795,000 － 25020

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

※　公益法人の区分については、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は、｢特例社団法人」をいう。


